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1-1.定期報告のフロー
定期報告の全体の構成(簡易版)を以下に示します。

1.はじめに

代
行
報
告
機
関

経
済
産
業
局
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者
or
登
録
者

ログイン 定期報告開始

審査

記載完了後
提出

差戻しメール
受信

報告内容
不備あり

定期報告修正

受理

報告内容
不備なし

受理メール受信

登録完了メール
受信

1

2 3

※①と②のメールについては連絡先にのみ連絡がいきます。
 ③は設置者含め連絡がいきます。
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1.はじめに
1-2.定期報告のタイミング

各報告の報告タイミングを以下に示します。
なお、新システム移行期間の場合、その限りではございません

報告種別 報告タイミング

設置費用報告 運転開始後1ヶ月以内

運転費用報告 売電期間中、毎年運転開始月或いは翌月
※但し、経済産業大臣に求められた場合にご提出いただく形となりますので、提出を求めるご
連絡のあった場合は対応いだきますようお願致します。

※設置者変更があった場合、コールセンターまでお問合わせください

増設費用報告 増設後1ヶ月以内
※増設後も発電出力が10kw未満の場合は、報告の必要はございません。

＜運転開始月の定義（重要）＞

運転開始月とは、太陽光発電設備が初めて売電開始した日の属する月を言う。

（例） 売電開始日が2013年5月10日の場合

運転開始月 ⇒ 5月



4

1.はじめに
1-3.入力に関する注意事項

■太陽光発電設備を有するため、新たに発生した費用を報告してください。
    ※既所有地の取得価格や既に賃借料を支払っている場合、その分の報告は必要ありません。

■HEMS関連の設備など、太陽光発電設備とは直接関係の無い設備情報の報告は必要ありません。
※HEMSとは、家庭で使われるエネルギーを管理するシステムを指します。

■太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の補助金を受けている場合、設置費用報告は必要ありません。

■全ての費用は、消費税抜きで記載してください。

■金額項目の単位が「円」の場合、一の位まで記載してください。
 

■金額項目の単位が「万円」の場合、千の位を四捨五入して記載してください。

■異なる種類の報告を重複して行うことはできません。
※設置費用報告が受理される前に運転費用報告はできません。
※設置費用報告が受理された後、運転費用報告を行ってください。

■一時保管は90日間を期限とし、それ以後は自動削除されます。
※保管期間中に修正を加え、再度一時保管とした場合はその日から90日間が保管期限となります。
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2-1.ログイン
報告手続き等を行う場合
再生可能エネルギー電子申請ホームページ
にアクセスし、ログインを行います。

2.ログインとログアウト

[ログイン]をクリックします
ログイン画面へ進みます。
※旧システムにてログインID・パスワードを付与されている方は、
当該ログインID・パスワードにて、本システムにログインできます

※ログイン方法は認定申請手続きを行う場合と同じとなります。
※対応ブラウザ： Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari 

再生可能エネルギー電子申請ホームページ
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[ユーザ名](半角英数字)
[パスワード](半角英数字)
を入力します

１

[ログイン]をクリックします
マイページ画面が表示されます。２

2-1.ログイン(続き)
発行済みのユーザ名、パスワードを入力します

2.ログインとログアウト

ログイン画面
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2-1.ログイン(続き)
ログイン後はマイページが表示されます。

2.ログインとログアウト

マイページ
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2-2.ログアウト
ログアウトをする際は、画面右上の「〉 ログアウト」から行います。

2.ログインとログアウト

[〉 ログアウト]をクリックします
ログアウト処理が行われ、ログイン前の画面(再生
可能エネルギー電子申請ホームページ)に戻ります。

マイページ
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3-1.定期報告の新規作成
定期報告の新規作成手順について以下に示します。

[定期報告]をクリックします
定期報告用設備一覧画面が開きます。

マイページ

3.定期報告の手続き
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3-1.定期報告の新規作成(続き)
定期報告を行う設備を検索します。

3.定期報告の手続き

[検索]をクリックします
画面下部に検索結果が表示されます。

任意で該当設備の情報を選択、又は
入力します
※未入力でも検索は可能です

1

2

定期報告用設備一覧画面
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3.定期報告の手続き
3-1.定期報告の新規作成(続き)

定期報告を行う設備を選択します。
定期報告用設備一覧画面

定期報告用設備一覧画面(スクロール部分)

[作成]をクリックします
該当設備の定期報告区分選択画面へ進みます。

[一覧]をクリックすると過去、設備に対して
行った報告が確認できます
「4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の
手続き」で詳しく説明します。
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[報告区分]を選択します

3-1.定期報告の新規作成(続き)
報告区分を選択します。

3.定期報告の手続き

定期報告区分選択画面

1

[情報入力]を選択します
※報告区分で”設置費用”を選択した場合は「3-2.設置費用の登録」へ進む。
※報告区分で”運転費用”を選択した場合は「3-3.運転費用の登録」へ進む。

2
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3-2.設置費用の登録
[設備情報]を確認します。

3.定期報告の手続き

設置費用登録画面
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3-2.設置費用の登録(続き)
[連絡先情報]と[設置状況の報告]を記載します。(1/4)

3.定期報告の手続き

設置費用登録画面

[連絡先情報]を記載します
電話番号はハイフンつきの半角数字で記載し
てください。
報告の審査結果等に係る連絡は、ここで指定
されたアドレス宛に送られます。

[パネル設置場所の形態]を選択します
選択した形態によって、以下の設問構成が異
なります。
※次ページ以降を参照

姓と名の間のスペースの有無は任意です。
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設置費用登録画面

[設置場所の所有形態]で”他者所有の屋根(建
物)”または”自己所有及び他者所有併設”を選択
した際に表示される記載欄となります。

3-2.設置費用の登録(続き)
[設置状況の報告]を記載します。 (2/4)

3.定期報告の手続き
[パネル設置場所の形態]で”屋根置き”を選択した場合

[屋根設置場所]で”その他”を選択した際に表示さ
れる記載欄となります。



16

設置費用登録画面

[設置場所の所有形態]で”他者所有の土
地(借地)”または”自己所有及び他者所有
(借地)併有”を選択した際に表示される記
載欄となります。

3-2.設置費用の登録(続き)
[設置状況の報告]を記載します。 (3/4)

3.定期報告の手続き

[地上設置場所]で”その他”を選択した際に
表示される記載欄となります。

[パネル設置場所の形態]で”地上設置”を選択した場合
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設置費用登録画面

[パネル設置場所の形態]で”屋根置き”を選択した
際と”地上設置”を選択した際の両方の内容が表
示されます。

3-2.設置費用の登録(続き)
[設置状況の報告]を記載します。 (4/4)

3.定期報告の手続き
[パネル設置場所の形態]で”屋根地上併設”を選択した場合



設置費用登録画面

設備情報に登録されているパネル型式情報が表示さ
れます。設備情報にパネル型式が登録されていない場
合は、製造事業者名を選択する項目が[合計]の下に
表示されます。

3-2.設置費用の登録(続き)
[資本費の報告]を記載します。 (1/6)

3.定期報告の手続き

当欄に記載はできません。その下の各メーカーパワーコ
ンディショナ毎のW数・台数を記載すると自動的に計
算・反映されます。

「追加」ボタンをクリックすると、各メーカーパワーコンディ
ショナに関する情報を追記可能となります。

18

パワーコンディショナの記載方法
メーカー毎にまとめて記載してください。
（例）パナソニック 2000W ✕ 1台

   パナソニック 2000W ✕ 1台
   パナソニック 5000W ✕ 2台

◯  パナソニック 14000W 4台
よくある間違え

✕  パナソニック 2000W 2台
  パナソニック 5000W 2台

合計金額の記載方法はマニュアル
24Pをご確認下さい。



設置費用登録画面

3-2.設置費用の登録(続き)
[資本費の報告]を記載します。 (2/6)

3.定期報告の手続き

19



設置費用登録画面

3-2.設置費用の登録(続き)
[資本費の報告]を記載します。 (3/6)

3.定期報告の手続き

[その他費用]で”あり”を選択するとその他費用の
記載欄が表示されます。
※次ページを参照

[補助金受給の有無]で”あり”を選択すると補助
金の記載欄が表示されます。
※次々ページを参照

20

合計金額の記載方法はマニュアル
24Pをご確認下さい。



設置費用登録画面

3-2.設置費用の登録(続き)
[資本費の報告]を記載します。 (4/6)

3.定期報告の手続き

[その他費用]で”あり”を選択した際に表示
される記載欄となります。

[その他費用]で”あり”を選択した場合

21

合計金額の記載方法はマニュアル
24Pをご確認下さい。



設置費用登録画面

3-2.設置費用の登録(続き)
[資本費の報告]を記載します。 (5/6)

3.定期報告の手続き

[補助金受給の有無]で”あり”を選択した
際に表示される記載欄となります。

[補助金受給の有無]で”あり”を選択した場合

22



設置費用登録画面

3-2.設置費用の登録(続き)
[資本費の報告]を記載します。 (6/6)

3.定期報告の手続き

23



設置費用登録画面

3.定期報告の手続き

24

合計欄は手入力または内訳を入力後に「合
計を計算」ボタンをクリックします
「合計を計算」ボタンをクリックすると、内訳に入力された
金額を自動計算します。
※自動計算された金額は手入力での修正も可能です

１

合計欄に間違いがないことを確認した上で、
チェックボックスにチェックを入れて下さい
※合計金額、内訳金額が変更された場合にはチェック
ボックスのチェックが自動で外れます
※「合計を計算」ボタンをクリックするとチェックボックスの
チェックが自動で外れます
※チェックボックスにチェックが入っていない場合は報告を
行うことはできません

２

合計金額記載方法（例）



設置費用登録画面

3-2.設置費用の登録(続き)
[遵守事項実施報告]の記載と[確認事項] を確認します。

3.定期報告の手続き

確認事項をよく確認した上で、チェックボックスにチェッ
クを入れて下さい
確認事項について充分に得た上で登録手続きを行います。
※確認事項全てに同意いただけない場合は報告を行うことはで
きません

「内容確認」ボタンをクリックします
内容確認画面へ進みます。
※この時点ではまだ報告手続きは完了して
いません

2

1

「戻る」ボタンをクリックすると、「定期報告区分選択画面」
に戻ります。記載途中の内容は保存されません。

25

記載途中のデータを保存したい場合は「一時保存」
ボタンをクリックしてください。

※「一時保存」ボタンをクリックし一時保存の状態のまま
90日が経過しますと、データが自動的に削除されます
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3-2.設置費用の登録(続き)
記載内容を確認します。

3.定期報告の手続き

登録内容確認画面 記載内容に誤りがないかどうか確認します
こちらのサンプル画像は、実際の画面の一部を省略しています。

「登録」ボタンをクリックします
登録完了画面へ進みます。

「戻る」ボタンをクリックすると、
「設置費用登録画面」に戻ります。
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[一覧へ戻る]ボタンをクリックします
定期報告用設備一覧画面へ進みます。

3-2.設置費用の登録(続き)
設置費用報告の登録が完了し、報告IDが発行されます。

3.定期報告の手続き

登録完了画面

発行された報告IDとなります。



28

運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録
[設備情報]を確認します。

3.定期報告の手続き
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3-3.運転費用の登録(続き)
[連絡先情報]と[設置状況の報告]を記載します。(1/4)

3.定期報告の手続き

運転費用登録画面

[連絡先情報]を記載します
電話番号はハイフンつきの半角数字で記載し
てください。
報告の審査結果等に係る連絡は本メール宛
てに行います。

[パネル設置場所の形態]を選択します
選択した形態にて、画面が変更となります。
※次ページ以降を参照

※報告日が最新の受理済の報告内容より[設置状況の報告]の内容を引き継いで初期表示します。
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運転費用登録画面

[設置場所の所有形態]で”他者所有の屋根
(建物)”または”自己所有及び他者所有併設
”を選択した際に表示される記載欄となります。

3-3.運転費用の登録(続き)
[設置状況の報告]を記載します。 (2/4)

3.定期報告の手続き
[パネル設置場所の形態]で”屋根置き”を選択した場合

[屋根設置場所]で”その他”を選択した際に表
示される記載欄となります。
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運転費用登録画面

[設置場所の所有形態]で”他者所有の土地
(借地)”または”自己所有及び他者所有(借
地)併有”を選択した際に表示される記載欄
となります。

3-3.運転費用の登録(続き)
[設置状況の報告]を記載します。 (3/4)

3.定期報告の手続き

[地上設置場所]で”その他”を選択した際に
表示される記載欄となります。

[パネル設置場所の形態]で”地上設置”を選択した場合



32

運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[設置状況の報告]を記載します。 (4/4)

3.定期報告の手続き
[パネル設置場所の形態]で”屋根地上併設”を選択した場合

[パネル設置場所の形態]で”屋根置き”を
選択した際と”地上設置”を選択した際の両
方の内容が表示されます。
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[運転維持費情報]を記載します。 (1/4)

3.定期報告の手続き

対象期間の期初月を記載すると、
自動で期末月が表示されます。
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[運転維持費情報]を記載します。 (2/4)

3.定期報告の手続き

合計金額の記載方法はマニュアル
37Pをご確認下さい。
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[運転維持費情報]を記載します。 (3/4)

3.定期報告の手続き

合計金額の記載方法はマニュアル
37Pをご確認下さい。
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[運転維持費情報]を記載します。 (4/4)

3.定期報告の手続き



運転費用登録画面

3.定期報告の手続き

37

合計欄は手入力または内訳を入力後に「合
計を計算」ボタンをクリックします
「合計を計算」ボタンをクリックすると、内訳に入力された
金額を自動計算します。
※自動計算された金額は手入力での修正も可能です

１

合計欄に間違いがないことを確認した上で、
チェックボックスにチェックを入れて下さい
※合計金額、内訳金額が変更された場合にはチェッ
クボックスのチェックが自動で外れます
※「合計を計算」ボタンをクリックするとチェックボックスの
チェックが自動で外れます
※チェックボックスにチェックが入っていない場合は報告
を行うことはできません

２

合計金額記載方法（例）
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[運転実績情報]と[遵守事項実施報告]を記載します。(1/2)

3.定期報告の手続き

[メンテナンス実施内容]を選択します
実施している場合「実施している」をチェックし
実施内容を入力できるようになります。
※次ページ以降を参照

※報告日が最新の受理済の報告内容より[柵・塀の設置状況]の内容を引き継いで初期表示します。
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[遵守事項実施報告]を記載します。(2/2)

3.定期報告の手続き

[メンテナンス実施内容]で”自主点検” を選択
した際に表示される選択欄となります。

[メンテナンス実施内容]で”自主点検”を選択した場合
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運転費用登録画面

3-3.運転費用の登録(続き)
[確認事項] を確認します。

3.定期報告の手続き

確認事項をよく確認した上で、チェックボックスに
チェックを入れて下さい
確認事項について十分に得た上で登録手続きを行います。
※確認事項全てに同意いただけない場合は報告を行うこと
はできません

「内容確認」ボタンをクリックします
内容確認画面へ進みます。
※この時点ではまだ報告手続きは完了し
ていません

2

1

「戻る」ボタンをクリックすると、「定期報告
区分選択画面」に戻ります。記載途中の
内容は保存されません。

記載途中のデータを保存したい場合は「一時保存」
ボタンをクリックしてください。

※「一時保存」ボタンをクリックし一時保存の状態のまま
90日が経過しますと、データが自動的に削除されます
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登録内容確認画面

3-3.運転費用の登録(続き)
記載内容を確認します。

3.定期報告の手続き

記載内容に誤りがないかどうか確認します
こちらのサンプル画像は、実際の画面の一部を省略しています。

「登録」ボタンをクリックします
登録完了画面へ進みます。

「戻る」ボタンをクリックすると、
「運転費用登録画面」に戻ります。
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[一覧へ戻る]ボタンをクリックします
定期報告用設備一覧画面へ進みます。

3-3.運転費用の登録(続き)
運転費用報告の登録が完了し、報告IDが発行されます。

3.定期報告の手続き

登録完了画面

発行された報告IDとなります。
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4-1.定期報告の確認
定期報告の確認手順について以下に示します。

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き

[定期報告]をクリックします
定期報告用設備一覧画面が開きます。

マイページ
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4-1.定期報告の確認(続き)
定期報告を確認する設備を検索します。

[検索]をクリックします
画面下部に検索結果が表示されます。

任意で該当設備の情報を選択、
又は入力します
※未入力でも検索は可能です

1

2

定期報告用設備一覧画面

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き



定期報告用設備一覧画面(スクロール部分)
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4-1.定期報告の確認(続き)
定期報告を確認する設備を選択します。

定期報告用設備一覧画面

[一覧]をクリックします
定期報告一覧画面に遷移します。

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き



46

4-1.定期報告の確認(続き)
該当設備の定期報告一覧が表示されます。

定期報告一覧画面
[参照]をクリックします
定期報告参照画面に遷移します。

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き

※一覧に表示されるのは、受理されたものまたは現在報告中のものとなります。
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4-1.定期報告の確認(続き)
定期報告の参照画面が表示されます。

定期報告参照画面

定期報告の再提出ができます
受理された報告、または代行報告機関により差戻しとなった報告について、
[再提出]ボタンが表示されます。
※再提出は「4-2.定期報告の編集/再提出」へ進む
※差戻しとなった報告の取り下げを行いたい場合は、一度再提出ボタン
をクリックし、次の画面で一時保存を行います。その後戻るボタンをクリック
して参照画面に戻ることで「報告取り下げ」ボタンが表示されますので、ボ
タンをクリックして「4-3.定期報告の取り下げ」へ進みます

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き
定期報告の内容を確認できます
こちらのサンプル画像は、実際の画面の一部を省略して
います。

定期報告の取り下げができます
報告者による編集中の報告または代行報告機関により
審査中だが編集可能の報告について、[報告取り下げ]
ボタンが表示されます。
※取り下げは「4-3.定期報告の取り下げ」へ進む

定期報告の編集ができます
報告者による編集中の報告または代行報告機関により
審査中だが編集可能の報告について、[編集]ボタンが
表示されます。
※編集は「4-2.定期報告の編集/再提出」へ進む
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4-2.定期報告の編集/再提出
[編集]ボタンまたは[再提出]ボタンをクリックすると定期報告登録画面が表示されます。

定期報告登録画面

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き

※ボタンをクリックした定期報告が設置費用報告の場合は、設置費用報告登録画面が開き、
運転費用報告の場合は運転費用報告登録画面が開きます。

定期報告を編集できます
こちらのサンプル画像は、実際の画面の一部を省略しています。

※編集の場合は、保存済みの定期報告データがそのまま引き継がれて画面が表示されます。
※差戻された報告内容の再提出の場合は、差戻された定期報告データがそのまま引き継がれて画面が表示されます。
※受理済の報告内容の再提出の場合は、
 受理された定期報告データから連絡先情報以外が引き継がれて画面が表示されます。

この先の操作の流れについては、
「3-2.設置費用の登録」、
または「3-3.運転費用の報告」と同じとなります。
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4-3.定期報告の取り下げ
[取り下げ]ボタンをクリックすると定期報告取り下げ画面が表示されます。

定期報告取り下げ画面

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き

[取り下げ]ボタンをクリックすると定期報告が取り
下げられます
※一度取り下げると、該当の報告は表示されなくなります

「戻る」ボタンをクリックすると、「定期報告
参照画面」に戻ります。
取り下げ処理は行われません。
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4-3.定期報告の取り下げ(続き)
取り下げ完了のメッセージが表示されます。

定期報告取り下げ画面

4.報告中の定期報告(編集/取り下げ/再提出)の手続き

[戻る]ボタンをクリックします

定期報告用設備一覧画面に遷移します。
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